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桶
川
市
い
じ
め
防
止
等
基
本
方
針

（
案
）に
つ
い
て
意
見
を
募
集
し
ま
す

桶
川
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

対
策
行
動
計
画
（
案
）
に
つ
い
て

意
見
を
募
集
し
ま
す

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
事
業

の
事
後
評
価
原
案
に
つ
い
て
意
見

を
募
集
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

11
月
1
日
は
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
の
更
新
日
で
す

’14
彩
の
国
実
業
団
駅
伝

東
日
本
実
業
団
対
抗
駅
伝
競
走
大

会
に
伴
う
交
通
規
制
に
つ
い
て

「
違
反
な
く
そ
う
運
動
」
を

実
施
し
ま
す

埼
玉
県
と
県
内
す
べ
て
の
市
町
村

は
特
別
徴
収
を
推
進
し
ま
す

「
桶
川
市
み
ど
り
の
基
金
」
へ
の

寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

「
行
政
相
談
週
間
」

さ
い
た
ま
一
日
合
同
行
政
相
談
所

�������

教
育
委
員
会
で
は
、
い
じ
め
防
止
対
策

推
進
法
第
12
条
の
規
定
に
基
づ
き
、「
桶

川
市
い
じ
め
防
止
等
基
本
方
針
」
を
策
定

し
ま
す
。
こ
の
方
針
案
に
つ
い
て
次
の
と

お
り
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

閲
覧
・
意
見
募
集
の
期
間
▼
10
月
1
日

㈬
〜
31
日
㈮

意
見
を
提
出
で
き
る
人
▼

○
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人

○
市
内
に
事
業
所
な
ど
を
有
す
る
人

○
市
に
対
し
て
納
税
義
務
を
有
す
る
人

○
本
方
針
案
に
利
害
関
係
を
有
す
る
人

閲
覧
場
所
▼
学
校
支
援
課
、
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー
※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
で

き
ま
す
。

意
見
の
提
出
方
法
▼
指
定
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
郵
送
（
〒
363
―
0012
末
広

2
―
8
―
29
）・
フ
ァ
ッ
ク
ス（
728
―
7
3

5
3
）・
メ
ー
ル（gakkou@

city.okega
w
a.lg.jp

）
ま
た
は
直
接
、
学
校
支
援
課

へ
。提

出
さ
れ
た
意
見
の
取
扱
い
▼
市
の
考

え
方
な
ど
を
踏
ま
え
整
理
し
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
な
ど
で
公
表
し
ま
す
。

詳
し
く
は
�
学
校
支
援
課

平
成
25
年
4
月
に
施
行
さ
れ
た
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
に
基

づ
き
、「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

行
動
計
画
」
を
策
定
し
ま
す
。
こ
の
計
画

は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
の
発
生

時
に
感
染
拡
大
を
可
能
な
限
り
抑
制
し
、

市
民
の
生
命
お
よ
び
健
康
を
保
護
す
る
こ

と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
計
画
案

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
意
見
を
募
集
し

ま
す
。

閲
覧
・
意
見
募
集
の
期
間
▼
10
月
6
日

㈪
〜
11
月
5
日
㈬

意
見
を
提
出
で
き
る
人
▼

○
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人

○
市
内
に
事
業
所
な
ど
を
有
す
る
人

○
市
に
対
し
て
納
税
義
務
を
有
す
る
人

○
本
計
画
案
に
利
害
関
係
を
有
す
る
人

閲
覧
場
所
▼
保
健
セ
ン
タ
ー
、
情
報
公

開
コ
ー
ナ
ー
※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧

で
き
ま
す
。

意
見
の
提
出
方
法
▼
指
定
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
郵
送
（
〒
363
―
0024
鴨
川

1
―
4
―
1
）・
メ
ー
ル（kenko@

city.o

kegaw
a.lg.jp

）
ま
た
は
直
接
、
健
康
増

進
課
へ
。

提
出
さ
れ
た
意
見
の
取
扱
い
▼
市
の
考

え
方
な
ど
を
踏
ま
え
整
理
し
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
な
ど
で
公
表
し
ま
す
。

詳
し
く
は
�
健
康
増
進
課

市
で
は
、
平
成
22
年
度
か
ら
本
年
度
ま

で
の
5
年
間
、
国
の
「
社
会
資
本
整
備
総

合
交
付
金
（
旧
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
）」

を
活
用
し
、
土
地
区
画
整
理
事
業
や
道
路
、

公
園
な
ど
の
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
ま

ち
づ
く
り
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

事
業
実
施
に
あ
た
り
、
事
前
に
ま
ち
づ

く
り
の
目
標
と
な
る
数
値
指
標
を
設
定
し
、

事
業
最
終
年
度
に
事
業
の
整
備
効
果
を
検

証
し
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
の
あ
り
方
を

検
証
す
る
た
め
の
事
後
評
価
を
実
施
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
び
事
後
評
価
の
原
案
を
作
成
し

ま
し
た
の
で
、
こ
の
原
案
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

閲
覧
・
意
見
募
集
の
期
間
▼
10
月
15
日

㈬
〜
11
月
14
日
㈮

意
見
を
提
出
で
き
る
人
▼

○
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人

○
市
内
に
事
業
所
な
ど
を
有
す
る
人

○
市
に
対
し
て
納
税
義
務
を
有
す
る
人

○
本
原
案
に
利
害
関
係
を
有
す
る
人

閲
覧
場
所
▼
財
政
課
、
情
報
公
開
コ
ー

ナ
ー
※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
で
き
ま

す
。今

後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
▼
①
11
月
下
旬

�
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
事
後
評
価

委
員
会
の
開
催
②
12
月
下
旬
�
評
価
結
果

を
国
へ
報
告
③
平
成
27
年
3
月
�
最
終
評

価
結
果
の
公
表
④
平
成
27
年
3
月
以
降
�

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ（
数
値
指
標
の
再
確
認
）

意
見
の
提
出
方
法
▼
指
定
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
郵
送
（
〒
363
―
8501
泉
1

―
3
―
28
）・
メ
ー
ル
（zaim

u@
city.ok

egaw
a.lg.jp

）
ま
た
は
直
接
、
財
政
課
へ
。

提
出
さ
れ
た
意
見
の
取
扱
い
▼
社
会
資

本
整
備
総
合
交
付
金
事
後
評
価
委
員
会
に

報
告
し
ま
す
。
個
別
回
答
は
行
い
ま
せ
ん

の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
�
財
政
課

現
在
お
使
い
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
の
有
効
期
限
は
10
月
31
日
ま
で
で
す
。

新
し
い
保
険
証
は
10
月
上
旬
に
簡
易
書
留

で
郵
送
予
定
で
す
。

※
配
達
時
に
不
在
の
場
合
に
は
、
受
け
取

り
に
つ
い
て
の
「
郵
便
物
等
お
預
か
り
の

お
知
ら
せ
」
が
投
函
さ
れ
ま
す
の
で
、
案

内
に
従
っ
て
受
領
し
て
く
だ
さ
い
。

【
短
期
被
保
険
者
証
（
短
期
証
）
の
交
付

に
つ
い
て
】

国
民
健
康
保
険
税
は
、
病
気
や
け
が
の

と
き
に
か
か
る
医
療
費
の
大
切
な
財
源
で

す
。国

民
健
康
保
険
税
を
長
い
間
滞
納
し
て

い
る
場
合
は
、
通
常
の
保
険
証
に
代
え
て

短
期
被
保
険
者
証
（
短
期
証
）
を
交
付
し
、

納
税
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

※
短
期
証
と
は
、
有
効
期
限
が
短
い
保
険

証
の
こ
と
で
、
医
療
を
受
け
た
場
合
の
自

己
負
担
割
合
は
、
保
険
証
と
変
わ
り
ま
せ

ん
。な

お
、
対
象
に
な
る
人
に
は
事
前
に
案

内
を
送
付
し
ま
す
。

詳
し
く
は
�
保
険
年
金
課

と
き
▼
11
月
3
日
（
月
・
祝
）
男
子
・

午
前
8
時
（
県
庁
）、
女
子
・
午
前
8
時

25
分
（
さ
い
た
ま
新
都
心
駅
）
出
発

選
手
通
過
予
定
時
間
▼
午
前
8
時
45
分

〜
9
時
20
分

と
こ
ろ
▼
中
山
道

※
交
通
規
制
・
迂
回
に
つ
い
て
は
、
現
場

の
警
察
官
や
交
通
指
導
員
な
ど
の
指
示
に

従
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
応
援
を
す
る
人
は
、
徒
歩
・
自
転
車
な

ど
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
�（
一
財
）埼
玉
陸
上
競
技
協
会

�
７７１
―
４
２
４
８

良
好
な
市
街
地
形
成
や
安
全
で
良
質
な

建
築
物
の
普
及
を
図
る
た
め
、「
違
反
な

く
そ
う
運
動
」
を
行
い
ま
す
。
期
間
中
は
、

違
反
建
築
物
を
な
く
す
た
め
、
建
築
パ
ト

ロ
ー
ル
を
実
施
す
る
ほ
か
、
法
令
説
明
会

を
行
い
ま
す
。

期
間
▼
10
月
10
日
㈮
〜
20
日
㈪

○
法
令
説
明
会

と
き
▼
10
月
14
日
㈫
※
午
後
を
予
定

と
こ
ろ
▼
保
健
セ
ン
タ
ー

当
日
は
、
住
宅
の
耐
震
相
談
会
も
開
催

し
ま
す
。

※
詳
し
い
予
定
は
詳
細
決
定
後
に
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

詳
し
く
は
�
建
築
課

給
与
支
払
者
（
事
業
所
）
は
、
所
得
税

の
源
泉
徴
収
と
同
様
に
従
業
員
に
毎
月
支

払
う
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
差
し
引
き
、

市
町
村
に
納
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す

（
地
方
税
法
第
321
条
の
5
）。

こ
の
た
め
、
県
と
県
内
す
べ
て
の
市
町

村
は
こ
の
制
度
を
徹
底
す
る
た
め
、
平
成

27
年
度
か
ら
特
別
徴
収
未
実
施
の
事
業
所

を
特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
全
県
一
斉
に

指
定
し
ま
す
。

問
合
せ
�
上
尾
県
税
事
務
所
�
７７２
―
７

１
１
１

市
民
と
企
業
、
行
政
な
ど
が
一
体
と
な

っ
て
緑
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た

め
『
桶
川
市
み
ど
り
の
基
金
』
を
設
置
し

て
い
ま
す
。

寄
付
を
い
た
だ
い
た
方
は
次
の
と
お
り

で
す
。

桶
川
市
山
岳
連
盟

桶
川
山
の
会

様

緑
化
に
対
す
る
善
意
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

詳
し
く
は
�
環
境
課

国
・
県
・
市
の
職
員
お
よ
び
弁
護
士
な

ど
が
、
役
所
の
仕
事
に
関
す
る
苦
情
・
要

望
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
き
▼
10
月
16
日
㈭
午
前
10
時
30
分
〜

午
後
4
時
（
受
付
は
午
後
3
時
30
分
ま

で
）と

こ
ろ
▼
浦
和
コ
ル
ソ
7
階
ホ
ー
ル

費
用
▼
無
料

問
合
せ
�
総
務
省
関
東
管
区
行
政
評
価

局
�
０
５
７
０
―
０
９
０
１
１
０

１１月１日は「彩の国教育の日」
県では、教育に関する理解を深めていただくた

め、１１月１日を「彩の国教育の日」、１１月１日～
７日を「彩の国教育週間」としています。
「彩の国教育の日」をきっか

けに、子供達の健やかな育成に
ついて、一緒に考えてみません
か。詳しくは県ホームページを
ご覧ください。「彩の国教育の日」で検索してく
ださい。
問合せ�県教育局家庭地域連携課�８３０－６９７６

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
専用ダイヤル終了のお知らせ

「臨時福祉給付金」および「子育て世帯臨時特例給付金」の
申請受付は、10月10日㈮《当日消印有効》までとなっています。
申請受付終了に伴い、１０月３１日㈮に次の３回線の専用ダイヤル
も終了となります。

�７８７－９１１１・９１１２・９１１３
１１月以降の問い合わせについては、「臨時福祉給付金」は社
会福祉課、「子育て世帯臨時特例給付金」はこども支援課へご
連絡ください。

詳しくは�社会福祉課・こども支援課

１０月

情報ステーション
OKEGAWA Information Station

桶川市保健 �786―1855
センター �786―0096

桶川市 �728―4111
教育委員会 �728―7353桶川市役所 �786―3211

�786―9866

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

響
の
森
情
報

ま
ち
の
話
題

市
民
伝
言
板

2014．10 11222014．101133

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

響
の
森
情
報

ま
ち
の
話
題

市
民
伝
言
板
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　 動 報 告
かつ

どう ほう こく 徘
徊
高
齢
者
等
家
族
支
援

サ
ー
ビ
ス
事
業
が
始
ま
り
ま
す

10
月
は

不
正
軽
油
撲
滅
強
化
月
間
で
す

枯
れ
草
火
災
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

10
月
1
日
は
浄
化
槽
の
日

年
1
回
、
浄
化
槽
の
健
康
診
断
を

受
け
ま
し
ょ
う

浄
化
槽
設
置
整
備
事
業

補
助
金
交
付
制
度
の
ご
案
内

皆
様
の
善
意

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

法
人
市
民
税
の
法
人
税
割
の
税
率

が
改
正
さ
れ
ま
す

法人等の区分

平成２６年９月
３０日以前に開
始する事業年
度の税率

平成２６年１０月
１日以後に開
始する事業年
度の税率

資本金等の額が１億円以下
である法人若しくは資本金等
を有しない法人又は法人とみ
なされる社団若しくは財団で、
かつ、法人税割の課税標準と
なる法人税額（分割法人にあ
っては分割前の法人税額）が、
年４００万円以下のもの

１２．９％ ９．７％

上記に該当しない法人 １４．７％ １２．１％

10
月
1
日
か
ら
、
徘
徊
が
心
配
さ
れ
る

高
齢
者
な
ど
を
、
在
宅
で
介
護
す
る
人
に

検
索
端
末
を
貸
与
し
、
対
象
者
が
携
行
す

る
こ
と
に
よ
り
、
行
方
不
明
に
な
っ
た
際

に
、
検
索
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
短
時
間
で

行
方
不
明
者
を
発
見
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
開

始
し
ま
す
。

対
象
▼
次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る

人
を
、
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
人
①
市
内

に
住
所
を
有
す
る
65
歳
以
上
で
、
認
知
症

に
よ
る
徘
徊
行
動
の
あ
る
人
②
市
内
に
住

所
を
有
す
る
初
老
期
に
お
け
る
認
知
症
を

有
す
る
人
で
、
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め

た
人費

用
▼
位
置
情
報
提
供
料
金
（
利
用
し

た
場
合
の
み
）
※
す
べ
て
税
別

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
応
答
利
用
の
場
合
↓
一

回
に
つ
き
200
円

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
の
場
合
↓
利
用

回
数
が
1
か
月
に
2
回
を
超
え
る
場
合
、

一
回
に
つ
き
100
円

現
場
急
行
料
金
（
利
用
し
た
場
合
の

み
）
↓
一
回
に
つ
き
1
万
円

交
換
用
バ
ッ
テ
リ
ー
↓
1
個
に
つ
き

1,
5
0
0
円
＋
送
料
600
円
※
交
換
頻
度

の
目
安
は
、
18
か
月
に
1
度

※
初
期
加
入
料
金
、
付
属
品
料
金
（
初
期

バ
ッ
テ
リ
ー
、
充
電
器
）、
月
額
利
用
料

金
は
市
が
負
担
し
ま
す
。

申
込
み
▼
利
用
申
請
書
を
高
齢
介
護
課

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
後
、
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
な
ど
に
よ
り

訪
問
調
査
を
実
施
し
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
の

決
定
を
行
い
ま
す
。

詳
し
く
は
�
高
齢
介
護
課

不
正
軽
油
と
は
、
県
の
税
金
で
あ
る
軽

油
引
取
税
の
脱
税
を
目
的
と
し
て
、
軽
油

に
灯
油
や
重
油
な
ど
を
混
ぜ
た
燃
料
や
、

自
動
車
の
燃
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
灯
油

や
重
油
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

不
正
軽
油
の
製
造
・
販
売
・
使
用
は
悪

質
な
脱
税
行
為
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

環
境
や
健
康
に
も
重
大
な
影
響
を
与
え
る

こ
と
か
ら
、
県
で
は
不
正
軽
油
の
撲
滅
対

策
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

不
正
軽
油
に
関
す
る
情
報
を
お
持
ち
の

方
は
、
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
�
県
税
務
課
�
８３０
―
２
６
６
５

毎
年
、
空
気
が
乾
燥
す
る
秋
・
冬
に
枯

れ
草
火
災
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
火
災
の

原
因
は
、
野
焼
き
、
火
遊
び
お
よ
び
放
火

と
い
っ
た
人
の
行
為
が
原
因
で
す
。
空
地

の
枯
れ
草
は
、
放
火
犯
に
と
っ
て
絶
好
の

標
的
と
な
り
ま
す
の
で
、
所
有
す
る
空
き

地
の
枯
れ
草
は
早
め
に
刈
り
取
り
、
放
火

さ
れ
な
い
環
境
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
�
埼
玉
県
央
広
域
消
防
本
部
予

防
課
�
０４８
―
５９７
―
２
０
０
４

浄
化
槽
は
ト
イ
レ
な
ど
か
ら
出
た
汚
水

を
微
生
物
の
働
き
に
よ
り
、
き
れ
い
に
し

て
放
流
す
る
設
備
で
す
。
通
常
、
庭
先
や

駐
車
場
の
下
に
埋
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
地

面
に
2
、
3
個
並
ん
だ
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
や

空
気
を
送
る
機
器
（
ブ
ロ
ア
）
が
あ
る
場

合
は
、
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、「
保

守
点
検
」、「
清
掃
」
と
は
別
に
年
1
回
の

「
定
期
水
質
検
査
」
の
受
検
が
法
律
に
よ

り
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
保
守
点
検
」
と
は
、
年
3
〜
4
回
、

機
器
の
点
検
・
調
整
や
消
毒
薬
の
補
充
を

行
う
こ
と
で
す
。

「
清
掃
」
は
、
年
1
回
、
浄
化
槽
の
内

部
に
た
ま
っ
た
固
形
物
な
ど
を
引
き
抜
く

こ
と
で
す
。

そ
し
て
「
定
期
水
質
検
査
」
は
、
年
1

回
、
浄
化
槽
か
ら
の
放
流
水
な
ど
を
チ
ェ

ッ
ク
し
て
浄
化
槽
が
十
分
浄
化
機
能
を
発

揮
し
て
い
る
か
を
検
査
す
る
も
の
で
す
。

検
査
結
果
は
、
使
用
者
や
保
守
点
検
業
者

に
通
知
さ
れ
、
普
段
の
維
持
管
理
に
活
か

さ
れ
ま
す
。

現
在
、
家
庭
か
ら
の
生
活
排
水
が
川
の

汚
濁
原
因
の
7
割
以
上
を
占
め
て
い
ま
す
。

浄
化
槽
を
安
心
し
て
使
い
、
地
域
の
水
環

境
を
良
好
に
保
つ
た
め
に
、
浄
化
槽
を
使

用
し
て
い
る
人
は
、
必
ず
定
期
水
質
検
査

を
受
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

定
期
水
質
検
査
を
受
け
て
い
な
い
人
は
、

知
事
指
定
検
査
機
関
か
契
約
し
て
い
る
保

守
点
検
業
者
・
清
掃
業
者
に
連
絡
し
て
検

査
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

�
定
期
水
質
検
査
の
手
数
料
（
非
課
税
）

10
人
槽
以
下
（
家
庭
用
浄
化
槽
）

5,
0
0
0
円

※
11
人
槽
以
上
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
�（
一
社
）埼
玉
県
環
境
検
査
研

究
会
�
６４９
―
５
１
５
１

市
で
は
、
生
活
排
水
に
よ
る
公
共
用
水

域
の
水
質
汚
濁
の
防
止
お
よ
び
生
活
環
境

と
公
衆
衛
生
の
向
上
を
図
る
た
め
、
単
独

浄
化
槽
・
汲
み
取
り
便
槽
か
ら
合
併
浄
化

槽
に
転
換
す
る
人
に
補
助
を
し
ま
す
。

補
助
対
象
▼
市
街
化
調
整
区
域
内
で
専

用
住
宅
に
既
存
単
独
処
理
浄
化
槽
ま
た
は

汲
み
取
り
便
槽
を
使
用
し
て
い
る
人
が
、

こ
れ
ら
に
換
え
て
当
該
建
物
に
10
人
槽
以

下
の
浄
化
槽
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
際
に

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

な
お
、
浄
化
槽
の
設
置
工
事
に
着
手
し

て
い
る
場
合
、
設
置
工
事
が
完
了
し
て
い

る
場
合
、
ま
た
は
公
共
事
業
に
伴
う
物
件

の
移
転
補
償
を
受
け
て
い
る
場
合
は
補
助

金
の
交
付
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

必
ず
設
置
工
事
着
手
前
に
申
請
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

補
助
額
▼

【
転
換
費
用
】
①
5
人
槽
�
33
万
2
千
円

②
6
〜
7
人
槽
�
41
万
4
千
円
③
8
〜
10

人
槽
�
54
万
8
千
円

【
処
分
費
用
】
転
換
と
と
も
に
転
換
前
の

既
存
単
独
浄
化
槽
も
し
く
は
、
汲
み
取
り

便
槽
を
処
分
す
る
場
合
に
は
、
6
万
円
を

上
限
と
し
て
、
当
該
処
分
に
要
し
た
費
用

に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

補
助
対
象
基
数
▼
予
算
の
範
囲
内
と
な

り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。

対
象
地
域
の
確
認
お
よ
び
申
請
書
類
の

受
け
取
り
に
つ
い
て
は
、
環
境
課
へ
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
請
書
類
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

※
新
規
に
浄
化
槽
を
設
置
す
る
場
合
は
補

助
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

詳
し
く
は
�
環
境
課

次
の
方
か
ら
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

有
効
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

株
式
会
社
ノ
ジ
マ

様

19
イ
ン
チ
Ｌ
Ｅ
Ｄ
モ
ニ
タ
ー
テ
レ
ビ
1
台

詳
し
く
は
�
契
約
管
財
課

平
成
26
年
度
税
制
改
正
に
伴
い
、
10
月

1
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
、

法
人
市
民
税
の
法
人
税
割
の
税
率
が
引
き

下
げ
ら
れ
ま
す
。
桶
川
市
の
税
率
は
次
の

と
お
り
で
す
。

な
お
、
法
人
市
民
税
の
法
人
税
割
の
税

率
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
10
月
1

日
以
後
に
開
始
す
る
最
初
の
事
業
年
度
ま

た
は
連
結
事
業
年
度
の
予
定
申
告
に
係
る

法
人
税
割
額
に
限
り
、
予
定
申
告
税
額
を

求
め
る
算
式
の
「
6
を
乗
じ
る
」
部
分
が

次
の
値
と
な
り
ま
す
。

「
前
事
業
年
度
分
の
法
人
税
割
額
×
4
・

7
÷
前
事
業
年
度
の
月
数
」

詳
し
く
は
�
税
務
課

８月２３日、桶川市防災訓練が行われました。
本市の防災訓練は、毎年、市内の小学校区を単位として、東西交互
に会場を選定し行われ、３年に一度、市内全域を対象とした総合型の
防災訓練を実施しております。今年度は、桶川西小学校区を対象に行
いました。
午前８時３０分、関東平野北西縁断層帯のうち、深谷断層と綾瀬川断
層を震源とするマグニチュード７．７の地震が発生し、電気・ガス・水
道・電話などのライフラインが使用できないという想定で訓練が開催
されました。
西小学校では、地域住民の方々をはじめ、自主防災会、消防署、消
防団等、多くの関係機関が参加するなか、消火器取扱訓練、煙中訓練、
ロープワーク訓練、エアーテント訓練、心肺蘇生訓練、起震車体験訓
練、炊出し訓練などが行われました。
また、当日は、JR桶川駅、市民ホール職員と連携し、帰宅困難者
を想定した約３０名の地域の方々を、桶川駅から一時滞在施設である市
民ホールまで誘導する、帰宅困難者対応訓練も行われました。
実際の災害時には、想定外の事態が発生し、多くの混乱が生じるこ
とが考えられますが、それらを最小限に抑えるためには、常日頃から
訓練を積み重ねることが重要です。
阪神淡路大震災では、瓦礫等から救出された人の約８割が、消防や
警察等の公的な機関ではなく、地域の住民の方々から救出されたとい
う報告もあります。
今回のような住民参加型の防災訓練を通じ、いざという時に、地域
で助け合える関係づくりをしていくことの大切さを感じた１日でした。

vol．15

市長元気通信

桶川市長

心肺蘇生訓練

帰宅困難者
対応訓練

消火器取扱訓練
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桶川市携帯版公式サイト桶川市ホームページアドレス
http://www.city.okegawa.lg.jp/mobilehttp://www.city.okegawa.lg.jp

情報ステーション
OKEGAWA Information Station

情報ステーション
OKEGAWA Information Station

桶川市保健 �786―1855
センター �786―0096
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例図２
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道路

道
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２－３号
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桶川東小

東部区画整理
推進事務所

坂田弁天公園坂田弁天公園

坂田保育所坂田保育所

坂田
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桶川東中学校前
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北保育所北保育所
仮設保育所仮設保育所

図
書
館
講
座
「
相
続
の
基
本
と

遺
言
書
の
作
成
〜
争
続
の
な
い

相
続
の
た
め
の
終
活
」

年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
、
年
金

額
を
多
く
す
る
た
め
に
、
国
民
年

金
に
任
意
加
入
し
ま
せ
ん
か
！

住
居
表
示
に
枝
番
号
が
つ
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

�

枝番号使用例

○○1丁目
1番1号

○○1丁目
1番1－1号

枝番号
使用前

枝番号
使用後

軽
自
動
車
税
の
税
率
が

改
正
さ
れ
ま
す

車種区分
税率（年額）

平成２６年度まで 平成２７年度から

原動機付
自転車

５０㏄以下 １，０００円 ２，０００円
５１㏄～９０㏄以下 １，２００円 ２，０００円
９１㏄～１２５㏄以下 １，６００円 ２，４００円
ミニカー
（２０㏄～５０㏄以下） ２，５００円 ３，７００円

２輪の軽自動車（１２６㏄～２５０㏄以下） ２，４００円 ３，６００円

２輪の小型自動車（２５１㏄以上） ４，０００円 ６，０００円

小型特殊
自動車

農耕作業用 １，６００円 ２，４００円
その他のもの
（フォークリフト等） ４，７００円 ５，９００円

専ら雪上を走行するもの ２，４００円 ３，６００円

軽自動車
車種区分

現行税率（年額） 新税率（年額） 経年重課（年額）
平成２７年３月
３１日までに新
規登録した車
両

平成２７年４月
１日（※）以
降に新規登録
した車両

新規登録後１３
年経過した車
両

３輪 ３，１００円 ３，９００円 ４，６００円
４輪乗用
自家用 ７，２００円 １０，８００円 １２，９００円

４輪乗用
営業用 ５，５００円 ６，９００円 ８，２００円

４輪貨物
自家用 ４，０００円 ５，０００円 ６，０００円

４輪貨物
営業用 ３，０００円 ３，８００円 ４，５００円

※平成２７年４月１日に新規登録した車両については、平成２７年度
課税分から新税率が適用されます。

教
育
委
員
会

第
10
回
定
例
会

内
容
▼
相
続
や
遺
言
書
に
つ
い
て

と
き
▼
11
月
5
日
㈬
午
後
2
時
〜
4
時

と
こ
ろ
▼
桶
川
公
民
館

定
員
▼
50
人

講
師
▼
佐
野
友
昭
さ
ん
（
行
政
書
士
）

申
込
み
▼
10
月
1
日
㈬
か
ら
、
電
話
で

市
立
図
書
館
へ
。

詳
し
く
は
�
市
立
図
書
館

任
意
加
入
に
は
、「
高
齢
任
意
加
入
」

と
「
在
外
任
意
加
入
」
が
あ
り
ま
す
。

【
高
齢
任
意
加
入
と
は
】

日
本
に
住
む
人
は
す
べ
て
20
歳
か
ら
60

歳
ま
で
の
間
、
国
民
年
金
に
加
入
し
ま
す

が
、
60
歳
以
上
の
人
も
次
の
1
か
2
に
該

当
す
る
人
は
、
希
望
す
る
と
国
民
年
金
に

加
入
で
き
る
制
度
で
す
。

な
お
、
保
険
料
の
納
付
方
法
は
原
則
口

座
振
替
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
口
座
を

持
っ
て
い
な
い
場
合
や
、
資
格
を
喪
失
す

る
ま
で
の
期
間
の
保
険
料
を
前
納
す
る
場

合
な
ど
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、

現
金
で
納
付
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

1

任
意
加
入

60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
の
人
で
、
年
金
加

入
期
間
が
短
く
年
金
を
受
け
取
る
た
め
の

必
要
な
期
間
を
満
た
し
て
い
な
い
人
や
、

未
加
入
や
保
険
料
未
納
期
間
が
あ
る
た
め

に
年
金
額
が
少
な
い
人
は
、
国
民
年
金
に

任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

や
、
厚
生
年
金
・
共
済
組
合
に
加
入
し
て

い
る
人
は
任
意
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

2

特
例
任
意
加
入

65
歳
の
時
点
で
受
給
資
格
を
満
た
し
て

い
な
い
場
合
、
昭
和
40
年
4
月
1
日
以
前

に
生
ま
れ
た
人
で
、
日
本
国
内
に
住
ん
で

い
る
人
、
ま
た
は
海
外
に
住
ん
で
い
る
日

本
国
籍
が
あ
る
人
は
、
受
給
資
格
を
満
た

す
ま
で
（
最
長
70
歳
ま
で
）
任
意
加
入
で

き
ま
す
。

加
入
手
続
き
▼
年
金
手
帳
、
印
鑑
、
預

貯
金
通
帳
、
通
帳
届
出
印
を
持
参
し
、
保

険
年
金
課
へ
。
※
特
例
任
意
加
入
の
場
合

は
、
戸
籍
謄
本
が
必
要
で
す
。

【
在
外
任
意
加
入
制
度
と
は
】

海
外
に
居
住
し
た
場
合
で
も
、
国
民
年

金
に
任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度

で
す
。

任
意
加
入
期
間
中
に
保
険
料
を
納
め
る

と
、
老
齢
基
礎
年
金
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
海
外
に
居
住
し
て
い
る
間
に
、
事

故
や
病
気
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
や
、
不

幸
に
し
て
亡
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
保
険

料
を
納
め
て
い
る
と
障
害
基
礎
年
金
や
遺

族
基
礎
年
金
が
保
障
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
を
納
め
る
方
法
は
、
国
内
に
住

む
親
族
な
ど
協
力
者
が
代
わ
り
に
納
め
る

方
法
や
、
協
力
者
が
い
な
い
場
合
は
日
本

に
開
設
し
て
い
る
預
貯
金
の
口
座
か
ら
口

座
振
替
に
よ
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

加
入
の
手
続
き
は
海
外
転
出
届
出
を
済

ま
せ
た
後
、
出
国
前
に
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
�
保
険
年
金
課

住
所
の
表
示
を
よ
り
分
か
り
や
す

く
す
る
た
め
に
、同
じ
住
居
番
号（
住

所
）
の
建
物
に
枝
番
号
が
つ
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
枝
番
号
の

使
用
は
任
意
で
、
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
▼
住
居
表
示
実
施
地
区
（
朝

日
、
泉
、
鴨
川
、
北
、
寿
、
神
明
、

末
広
、
西
、
東
、
南
、
若
宮
）
に
あ

る
建
物
で
同
じ
住
居
番
号
が
複
数
あ

る
も
の

※
枝
番
号
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
住

所
が
変
わ
る
場
合
は
、
不
動
産
登
記
、

運
転
免
許
証
な
ど
の
住
所
変
更
手
続

き
が
別
に
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

手
続
き
の
費
用
は
個
人
負
担
と
な
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
枝
番
号
は
一
定
の
ル
ー
ル
に
従
っ

て
つ
け
る
た
め
、
希
望
の
番
号
を
つ

け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
�
市
民
課

税
制
改
正
に
よ
り
、
平
成
27
年
度
課
税

分
か
ら
原
動
機
付
自
転
車
、
2
輪
の
軽
自

動
車
、
2
輪
の
小
型
自
動
車
、
小
型
特
殊

自
動
車
な
ど
の
税
率
に
つ
い
て
、
登
録
さ

れ
て
い
る
す
べ
て
の
車
両
の
税
率
が
次
の

と
お
り
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

軽
4
輪
車
な
ど
で
、
平
成
27
年
4
月
1

日
以
降（
※
）に
新
規
登
録
し
た
車
両（
初

め
て
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
車
両
）

に
つ
い
て
は
、
平
成
28
年
度
課
税
分
か
ら

新
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
平
成

27
年
3
月
31
日
ま
で
に
新
規
登
録
し
た
車

両
に
つ
い
て
は
、
新
規
登
録
後
13
年
を
経

過
す
る
ま
で
は
、
現
行
税
率
が
適
用
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
グ
リ
ー
ン
化
を
進
め
る
観

点
か
ら
、
登
録
車
両
（
電
気
軽
自
動
車
、

ガ
ソ
リ
ン
電
力
併
用
軽
自
動
車
な
ど
を
除

く
）
が
、
新
規
登
録
さ
れ
た
月
か
ら
13
年

経
過
後
は
、
平
成
28
年
度
課
税
分
か
ら
経

年
重
課
の
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
�
税
務
課

と
き
▼
10
月
28
日
㈫
午
後
2
時

と
こ
ろ
▼
地
域
福
祉
活
動
セ
ン
タ
ー

傍
聴
を
希
望
す
る
人
は
、
会
場
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。
会
場
の
都
合
で
人
数
を
制

限
す
る
場
合
は
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
次
回
の
教
育
委
員
会
は
、
11
月
20
日

㈭
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
�
教
育
総
務
課

対前年
同月比

2件

0人

9人

いいんだよ 何回しても かくにんは

平成25年
7月末

192件

0人

227人

平成26年
7月末

194件

0人

236人

件 数

死 者 数

負傷者数

☆ 交通事故統計 ☆
―桶川市内の人身事故―

（毎年1月からの累計）

………北保育所耐震補強工事のお知らせ………
北保育所は10月から約6か月耐震補強工事を行います。ご
不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願
します。なお、工事期間中は坂田東地内の仮設施設において
保育所の運営を行います。

※10月6日㈪から北保育所の電話・ＦＡＸ番号が次のと
おり、工事期間中変更になります。�728－7121

詳しくは�保育課

枝番号は下図の例のように、一定のルールにより、建物の並び順に従って
順序良く枝番号が並ぶように付けます。
※○の数字は道路に一定の間隔で付けられている基礎番号です。

枝番号の付け方の例

桶川市携帯版公式サイト桶川市ホームページアドレス
http://www.city.okegawa.lg.jp/mobilehttp://www.city.okegawa.lg.jp

情報ステーション
OKEGAWA Information Station

情報ステーション
OKEGAWA Information Station

桶川市保健 �786―1855
センター �786―0096

桶川市 �728―4111
教育委員会 �728―7353桶川市役所 �786―3211

�786―9866
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シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

入
会
説
明
会
の
お
知
ら
せ

資
格
を
持
ち
な
が
ら
働
い
て
い
な

い
看
護
師
の
復
職
を
応
援
し
ま
す

埼
玉
県
女
性
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
入
会
を
希

望
す
る
人
は
、
説
明
会
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。
※
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

入
会
で
き
る
人
▼
市
内
在
住
の
60
歳
以

上
で
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
人

と
き
▼
①
10
月
21
日
㈫
②
11
月
18
日
㈫

③
12
月
16
日
㈫
④
平
成
27
年
1
月
20
日
㈫

⑤
2
月
17
日
㈫
⑥
3
月
17
日
㈫
※
各
午
前

9
時
か
ら

と
こ
ろ
▼
桶
川
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
（
北
1
―
12
―
10
）

問
合
せ
�
桶
川
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
�
７７７
―
１
９
２
０

県
で
は
、
も
う
一
度
働
い
て
み
た
い
看

護
師
の
職
場
復
帰
を
応
援
し
て
い
ま
す
。

再
就
職
が
決
ま
っ
た
病
院
な
ど
で
、
一

人
一
人
に
合
っ
た
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基

づ
く
3
か
月
の
勤
務
研
修
に
よ
り
、
給
与

を
受
け
な
が
ら
復
職
に
必
要
な
看
護
技
術

を
学
び
直
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

相
談
員
が
就
職
先
や
研
修
を
サ
ポ
ー
ト
し

ま
す
の
で
、
安
心
し
て
復
職
で
き
ま
す
。

勤
務
研
修
を
実
施
で
き
る
医
療
・
介
護

施
設
も
あ
わ
せ
て
募
集
し
て
い
ま
す
。
復

職
者
一
人
当
た
り
75
万
円
ま
で
助
成
し
ま

す
の
で
、
あ
わ
せ
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

申
込
み
▼
埼
玉
県
看
護
協
会
ナ
ー
ス
セ

ン
タ
ー
�
824
―
7
2
6
6

※
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
で
は
、
再
就
職
前
の

講
習
会
（
3
日
間
）
も
開
催
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
�
県
医
療
整
備
課
�
８３０
―
３
５

４
３女

性
の
様
々
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
や
再
就
職

活
動
、
就
職
後
の
定
着
支
援
・
ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
ま
で
を
総
合
的
に
支
援
し
て
い
ま

す
。
面
談
相
談
は
お
子
さ
ん
同
伴
で
利
用

で
き
ま
す
。
ま
た
、
託
児
サ
ー
ビ
ス
も
あ

り
ま
す
の
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
就

職
の
準
備
が
整
っ
た
人
に
は
、
希
望
条
件

に
沿
っ
た
求
人
情
報
を
探
し
て
紹
介
し
ま

す
。相

談
（
電
話
・
面
談
）
▼

「
何
か
始
め
た
い
」「
も
う
一
度
働
き

た
い
」
と
思
っ
た
ら
お
電
話
く
だ
さ
い
。

相
談
専
用
電
話
�
601
―
1
0
2
3

（
月
〜
金
曜
日
の
午
前
10
時
〜
午
後
4
時

30
分
※
午
前
11
時
30
分
〜
午
後
0
時
30
分

を
除
く
）
1
回
20
分
以
内

面
接
専
用
電
話
�
601
―
5
8
1
0

（
月
〜
土
曜
日
の
午
前
9
時
30
分
〜
午
後

5
時
30
分
）

※
そ
の
他
、
就
職
に
役
立
つ
セ
ミ
ナ
ー
や
、

在
宅
ワ
ー
ク
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
の
心

構
え
や
、
現
役
在
宅
ワ
ー
カ
ー
の
生
の
声

を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
を

開
催
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
�
県
女
性
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー

�
６０１
―
５
８
１
０
（
在
宅
ワ
ー
ク
に
関
す

る
問
い
合
わ
せ
は
、
平
日
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
に
０
１
２
０
―
９５４
―
５１０
）

歯
周
病
は
、
歯
ぐ
き
に
腫
れ
や
出
血
が

み
ら
れ
、
ま
た
膿
が
出
た
り
、
時
に
は
強

い
痛
み
を
伴
い
、
最
後
に
は
歯
が
グ
ラ
グ

ラ
に
な
っ
て
抜
け
て
し
ま
う
病
気
で
す
。

中
高
年
の
病
気
と
思
っ
て
い
る
人
も
多
い

の
で
す
が
、
10
代
の
若
者
の
約
50
％
が
歯

周
病
の
一
歩
手
前
の
歯
肉
炎
に
か
か
っ
て

い
た
り
、
思
春
期
の
約
300
人
に
1
人
が
若

年
性
歯
周
炎
と
い
う
重
い
歯
周
病
に
か
か

る
と
言
う
報
告
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
歯
周
病
が
あ
る
と
糖
尿
病
を
悪

化
さ
せ
た
り
動
脈
硬
化
や
心
筋
梗
塞
の
リ

ス
ク
を
高
め
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

肥
満
・
高
血
圧
な
ど
と
同
様
に
他
の
病
気

と
重
な
る
事
で
心
臓
病
や
脳
卒
中
の
リ
ス

ク
を
高
め
る
生
活
習
慣
病
の
1
つ
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

歯
周
病
予
防
に
は
、ま
ず
プ
ラ
ー
ク（
歯

垢
）を
取
り
除
く
こ
と
で
す
。プ
ラ
ー
ク
は
、

口
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
細
菌
の
巣
で
す
。

基
本
的
に
は
毎
日
の
歯
磨
き
が
大
切
で

す
が
、
定
期
的
に
健
診
を
受
け
、
正
し
く

歯
磨
き
が
で
き
て
い
る
か
チ
ェ
ッ
ク
し
、

残
っ
て
い
る
プ
ラ
ー
ク
や
歯
石
が
あ
れ
ば

取
り
除
き
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
歯
ブ
ラ
シ
以
外
に
も
歯
間
ブ
ラ

シ
・
部
分
磨
き
ブ
ラ
シ
・
デ
ン
タ
ル
フ
ロ

ス
な
ど
の
補
助
清
掃
器
具
も
使
用
す
る
と

よ
り
き
れ
い
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
器
具
は
歯
科
医
師
や
歯
科
衛

生
士
の
指
導
の
も
と
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。

次
に
重
要
な
の
は
生
活
習
慣
の
改
善
で

す
。
喫
煙
は
歯
ぐ
き
の
血
流
を
悪
く
し
、

歯
周
病
を
悪
化
さ
せ
ま
す
。
食
生
活
で
は
、

甘
い
物
や
軟
ら
か
い
物
ば
か
り
食
べ
て
い

る
と
プ
ラ
ー
ク
が
付
き
や
す
く
、
歯
周
病

の
リ
ス
ク
も
高
め
ま
す
。

不
摂
生
な
生
活
や
ス
ト
レ
ス
も
原
因
の

一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

毎
日
の
歯
磨
き
、
食

生
活
の
改
善
、
禁
煙
、

規
則
正
し
い
生
活
を
送

り
、
歯
周
病
だ
け
で
な

く
生
活
習
慣
病
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に
も
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け
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社
）北
足
立
歯
科
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師
会
】

☆自衛官募集☆
募集種目 受付期間 応募資格 試験予定日

陸
上
自
衛
隊
高
等

工
科
学
校
生
徒

一 般
１１月１日㈯～
平成２７年１月９日㈮
※必着

１５歳以上１７歳未満の男子
で中卒または見込みの人

１次試験
平成２７年１月２４日㈯
※２次試験有

推 薦
１１月１日㈯～
１２月５日㈮
※必着

１５歳以上１７歳未満の男子
で中卒または見込みの人
（推薦については中学校
長等の推薦が別途必要で
す。）

平成２７年１月１０日㈯～
１２日（月・祝）の指定され
る１日

＊年齢は平成２７年４月１日現在
問合せ�自衛隊さいたま地域事務所�６５１－２４２０

10月 の無料相談 ●桶川市役所／�786－3211�786－9866
●教育委員会／�728－4111�728－7353 ●社会福祉協議会／�728－2221�728－2313

相 談 相談員 相 談 内 容 と き と こ ろ 問 合 せ

法律相談（予約制） 弁 護 士 相隣、金銭・賃貸借、離婚・相続などの法
律全般についての相談

3日㈮・10日㈮・24日㈮・31日㈮
14：00～17：00
18日㈯9：00～12：00
11月7日㈮・14日㈮・21日㈮・
28日㈮14：00～17：00
15日㈯9：00～12：00

市役所相談室

秘書広報課

司法書士法律相談（予約制） 司法書士 相続、遺言、名義変更、会社設立登記、成年
後見、少額民事訴訟（債務整理）などの相談

9日㈭※次回は11月13日㈭
13：00～16：00 市役所相談室

行 政 書 士 相 談 行政書士 成年後見制度、相続、各種契約書、内容証
明、会社設立などの手続きの相談

1日㈬※次回は11月4日㈫
13：00～16：00 市役所相談室

不動産相談（予約制） 宅地建物取
引 主 任 者

不動産の売買、賃貸借契約等についての相
談

22日㈬
13：00～16：00 市役所相談室

住 宅 相 談 建設団体の
相 談 員

住宅の新築、増改築、修繕、工事、耐震な
どの相談

18日㈯
9：00～12：00

市役所第3会議室
電話でも可 �786－3211

行 政 相 談 行 政
相談委員

国や県、公団・公社等への要望や苦情につ
いての相談

3日㈮※次回は11月7日㈮
10：00～12：00 市役所相談室

多 重 債 務 相 談 市 役 所
職 員

消費者金融等からの借金返済などに困って
いる方の相談 随時 市役所相談室

直通�786－3450

暴力団被害相談（予約制） 上尾警察署
職 員

暴力団により被害を受けたり、困っている
ことについての相談 随時 市役所相談室 安心安全課

女性相談（予約制） 県外の専門
カウンセラー 女性のためのなんでも相談 6日㈪、10：00～16：00 アソシエ（さくらフレンド内）

人権・男女共同
参画課

20日㈪ 16：00～20：00 市役所相談室

人 権 相 談 人権擁護
委 員

悩みごと・離婚問題・子どものいじめなど
の日常生活でお困りのことの相談

14日㈫
9：00～12：00 地域福祉活動センター3階

内 職 相 談 市 役 所
職 員 内職に関する相談・案内 毎週水曜日・金曜日（祝日を除く）

10：00～15：00
勤労福祉会館
直通�773－1121（水・金曜日）産業観光課

消 費 生 活 相 談 消費生活
相 談 員

消費者トラブルや苦情など、消費生活全般
についての相談

毎週月・火・木・金（祝日を除く）
10：00～15：30（12：00～13：00を除く）

市役所南庁舎2階
電話でも可 �786－3211 自治文化課

こどもと家庭なんでも相談 家庭児童
相 談 員

子どもたち自身や親からの、家庭・幼稚園・
学校などでの悩みや子育ての相談

毎週火曜日・木曜日（祝日を除く）
10：00～16：00

駅前子育て支援センター
電話でも可 直通�777－7708 こども支援課

こどものことばや運動面 専 門
相 談 員 未就学児の発達についての相談 事前に電話で申し込み、日程調

整して決定
児童発達支援センター分室
�787－5562

児童発達支援セ
ンター分室

教 育 相 談 専 門
相 談 員

子どもの教育やしつけについての悩みごと
相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
9：00～17：00

教育センター
直通�786－3237

教育委員会学校
支援課

心 配 ご と 相 談 民生委員 さまざまな心配ごとの相談 毎週土曜日（祝日を除く）
13：00～15：00

地域福祉活動センター
直通�728－2369

社会福祉協議会
結 婚 相 談 民生委員 結婚を望む方の相談 毎週土曜日（祝日を除く）

13：00～15：00 地域福祉活動センター

歯
周
病
の
予
防

市民税・県民税 【第3期】
国民健康保険税、介護保険料、
後期高齢者医療保険料

【第4期】

納期限…10月31日
納付は期限内に！

今月の納期
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥〈広告〉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第6回糖尿病フェア～糖尿病の正しい知識があなたを守る！～
日 時：11月15日㈯開場：12：30 開演：13：00～16：00
内 容：【講演①】「糖尿病の合併症と治療について」

【講演②】「足のお手入れしてますか？」
【講演③】「あなたに合った運動が、あなたを

鍛える！」
14：40～16：00 体験・相談コーナー

問い合わせ：栄養科
共通事項 会場：北里大学メディカルセンター南館2階AB会議室 ※駐車料金無料
主催：北里大学メディカルセンター
後援：北本市、桶川市、鴻巣市、各市老人クラブ連合

北里大学メディカルセンター
市民講座
日 時：10月18日㈯13：00～14：30 定員：100名
内 容：「胃腸炎について」
講 師：北里大学北里生命科学研究所 たかはしたかし

感染症学教授 髙橋 孝
問い合わせ：総務課

受講料無料
事前申込不要

電話：０４８－５９３－１２１２（代表）

桶川市携帯版公式サイト桶川市ホームページアドレス
http://www.city.okegawa.lg.jp/mobilehttp://www.city.okegawa.lg.jp

情報ステーション
OKEGAWA Information Station
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